
 
 

市民参加条例の運用方法に疑問！ 
「はなぞの幼稚園の存廃」パブリックコメントは必要なかった 

「消防署住吉出張所の廃止」決定？、パブリックコメントは今後実施 

 

第７回定例会は、９月６日（木）から９

月１４日（金）まで行われました。 

私の一般質問は、７日午後から行われ、

市が新開町に計画している高機能消防指

令センターの整備に関連し、消防本部と消

防署の統合と災害対策に重要な防災機能

を含めた防災拠点構想について、質疑を交

わしました。 

また、「市立病院の看護体制」と「道立

苫小牧病院の存廃」について問題点を指摘。

更に、はなぞの幼稚園の存廃問題では、市

民参加条例に基づいた手続きを適正に終

えていないとして、市側の対応をただしま

した。 
 

防災拠点の構想は、２０１３年１月までに示す！ 
 

電波法の改正により消防救急無線のデジタル化は、２０

１６年（平成２８年）５月までに整備を終えなえればなり

ません。しかし、現在、通信機能を備えている末広町の消

防署ではその整備が出来ないことが、昨年１２月の議会で

明らかになっていました。また、消防本部と消防署の別庁

舎は、道内に例が無くスムーズに業務を行うためには合同

庁舎が妥当であることも浮き彫りになりました。更に市役

所の危機管理室などの防災機能を統合した総合防災センタ

ーの構築には、市長も「優先度は高い」としていましたが、

既に１年以上進展していないことを指摘。遅くても来年１

月には方針を示すこととなりました。 

 

 

 

 

市立はなぞの幼稚園は、幼稚園設置条例に基づいて設置

されている幼稚園であり、存廃による陳情が提出されてい

ることから丁寧な対応が不可欠です。今回の幼稚園の存廃

は、市民参加条例の中の「重要な条例の改廃」に当たるの

ではないか、必ず手続きが必要と指摘しました。市側は手

続きが必要な事案ではないと答弁しましたが、実際には、

ホームページ上で市民参加条例に基づくものとしてパブリ
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苫小牧民報 ９月７日（金）より 

 

 

１ 防災対策 

（１） 防災拠点について 

（２） 津波対策について 

（３） 地域防災計画について 

（４） 今後の公共施設のあり方について 

２ 医療行政 

（１） 市立病院の看護体制について 

（２） 北海道立苫小牧病院について 

３ 市立はなぞの幼稚園について 

市民参加条例は、まちづくりの主役である市民の声を 

市政に反映するため基本的な手続きを定めています。 



ックコメントを求めています。総務委員会では、消防署住吉出張所の廃止を決定事項として報告したこ

とについても市民参加条例に基づく手続きを行っていないことを指摘。今議会では、この条例の取り扱

いに課題を残す結果となりました。本来、市民の意見に耳を傾けることをうたった条例が、市側の都合

でアリバイ作りとして使える道具になっていると言えます。今後もあらゆる場面で追及をしていかなけ

ればならないと思います。 
 

※※※ 一般会計決算審査特別委員会の質疑 ※※※ 

     防災備蓄品の不適切な管理を指摘！ 
 

本市では、防災備蓄品としてアルファ米や毛布の備蓄が進められています

が、タイヤ庫に保管していることで、ゴム臭のする不衛生な環境での保管は

改善すべきと指摘しました。市側は、事実関係を認めたうえで防災避難場所

として耐震工事を行っている大成小学校へ配置換えすることを示しました。

また、市内各所の保管場所についても改めて保管状況を確認するとしました。 
 

高規格救急車など修理の予算不足？ 
 

苫小牧消防は、高規格救急車５台をフル稼動させて市民生活の救急救命活動に当っています。そして、

予備車１台を含め６台保有していますが、既に４台が更新時期に当る走行距離１５万キロを超え、その

うち３台は２５万キロ前後に達し、エンジントラブルが発生するなど更新計画が既に計画倒れとなって

いることを指摘しました。また、救急車の医療機器の保守点検も予算が無い状況から行っていないこと

が明らかになりました。これらに対しては改善する旨の方向が示されましたが、消防本部だけの責任で

はなく、予算要求に対して理解していない市側の責任も問われるべきです。 

救急車の配置 

～検討へ～ 
 

昨年の救急車の出

場件数は、市内全体

で６，８３８件。署

所別にみると、一番

多いのが末広町の消

防署で１，８０７件

です。一番少ない錦

岡出張所の９０３件

に比べても２倍とな

っていることや、空

白となっている明野

地区への配置を検討

するなど市内全体の

バランスを取る必要

があると指摘しました。渡部消防長からは、今後、配置も含めて検討していきたい旨の答弁がありまし

た。 
 

昨年度の償還金、法人市民税は７千８１０万円を還付 
 

 昨年度の市民税の収入額は、９２億７千万円で、内訳は法人が２２億５千２百万円、個人は７０億１

千８百万円となっています。ただ、倒産や業績の悪化した企業などには、あらかじめ納付した市民税を

還付しなければなりません。更に還付金には、期間利息として還付加算額を上乗せしています。その利

率は、一般的に市中銀行より高利率であると言われていることから利率と還付金の説明を求めました。

市側の説明によると法人市民税は７千８１０万円を還付し、利率４．３％で１７８万円を上乗せしてい

ることが分かりました。この還付金を少なくするためには、公共事業を地方の大手企業へ与えるのでは

なく、税収基盤である地元企業に注ぐ必要があります。 
 

《熱血現場主義》小さなことでも身近な問題を地域から発信しますので、よろしくお願いします。 

 

  

利率４．３％ 

  


